
○議長 玉城 勇君 これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。

開議（午前10時00分）

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長 玉城 勇君 日程第１．会議録署名議員の指

名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

127条の規定によって12番 赤嶺奈津江議員、13番 大

城 毅議員を指名します。

日程第２．一般質問

○議長 玉城 勇君 日程第２．一般質問を行います。

それでは、通告書のとおり順次発言を許します。２番

新垣善之議員。

〔新垣善之議員 登壇〕

○２番 新垣善之君 おはようございます。早速、後

にも４名の議員の皆さんが控えていますので、早速通

告書どおり一括して質問し、答弁をいただいた後、再

質問していきたいと思います。

それでは大問１、原料価格高騰による農畜産業の支

援策を問う。（１）町内の農業、畜産業の現状を伺う。

（２）コロナ感染症、戦争がいつ終息するか分からな

い。長期的な支援は町単独予算では厳しいと考えます。

是非国、県と一丸となって第１産業の維持、事業者の

活力を見いだしてほしいがどうか。

大問２、部活動の段階的な地域移行に関する今後の

計画を伺います。（１）部活動を地域へ移行する今後の

計画を伺う。（２）総合型地域スポーツクラブを発足し、

各種目指導者の登録や競技力向上の研修など拠点づく

りをしてはどうか。

大問３、花・水・緑の大回廊公園の施設の充実を問

う。（１）テニス、バスケットコート部分がまだ整備さ

れていない。改善策はあるか。

大問４、河川改良事業、浚渫事業の進捗はどうなっ

ているか。（１）５月31日の豪雨により、土砂崩れや洪

水など災害が発生した。短時間に大量の雨水を排水で

きる取組は進んでいるか。お願いします。

○議長 玉城 勇君 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 おはようございます。では質

問事項１点目、（１）についてお答えいたします。長期

化している新型コロナウイルス感染症の影響や原料価

格高騰等で農業、畜産業とも非常に厳しい現状にある

というふうに考えております。

（２）についてです。原料価格高騰等による農業畜

産業への影響は全国的な問題であり、国、県の動向を

注視しながら支援策について情報収集を行っていると

ころでございます。

質問事項３点目の（１）です。ドリームコート部分、

これは現在のテニスコートでございますが、そこにつ

きましては別の利用も検討しながら整備をしてまいり

ます。またバスケットコート部分につきましては公園

の長寿命化事業で整備をしていく予定でございます。

質問事項４点目です。宮平川は浚渫工事の１工区目

を５月11日に契約し、工事着工に向けて準備中です。

工事と並行して今年度は宮平川、手登根川流域の浸水

被害に対してシミュレーションによる浸水解析を行い、

浸水被害軽減対策の基本計画策定を予定しております。

○議長 玉城 勇君 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項２番目の（１）一部

の部活動で外部コーチや部活動指導員を配置し活動を

行っております。今後、国、県の動向を見ながら、学

校、地域と話合い、計画等を策定してまいります。

２番目の質問です。部活動を地域へ移行するための

総合型地域スポーツクラブ制度を活用した各指導者の

登録、競技力向上の研修など拠点づくりを調査、検討

してまいります。

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 それでは大問１の（１）町内の

農業、畜産業の現状ということで、私がこれのきっか

けは同級生が酪農牛を営んでいるんですけれども、

「ちょっと善之」と電話があって、「今のままではちょっ

と厳しいな」ということで、牧草も入ってこない、原

料価格も、飼料代も上がっているし、牛乳も単価は市

場で抑えられている、もしくは安価、安くなっている

ということで、収入はちょっと下がる、出ていく、支

出の部分も結構大きくなっているということで、一緒

に見てくれないかという相談で、やっぱりコロナの影

響やウクライナのロシアとの紛争による飼料の、牛の

食べるものが入ってこないということで高騰している

とあったんですけれども、「オーケー、分かった」とい

うことで調査してきました。組合のほうに行って、平

成31年度の３月、令和２年度４月、５月と普通経年で

やっている乳化単価と比べて、やはり落ちている。そ

れは学校の、学校閉鎖であったり、学入の停止による

安価、入荷が落ちているということがありました。今

年度、令和３年度においても６月、８月においても例



年に比べて下がっているというのがあり、飼料の価格

高騰については、令和２年度の四半期から、これは１

トン当たり1,800円、令和３年度、１期、２期、３期、

４期とあるんですけれども、合計するとトン当たり約

１万8,700円、自分たちではちょっと想像つかないんで

すけれども、彼らにしたらこの１トン当たりの牛が食

べていく量にすると、結構な額になるようで、それは

令和元年、いろいろ計算式、ここでやるとこんがらが

るので計算式は言いませんが、令和元年と今年、令和

４年から１月から４月の飼料代、これを合計すると約

4,300万円になると。これを令和元年度と比較すると約

1,590万円になるんですね。それを町内に４酪農業者が

いますので、それを４で割ると単純計算で390万円の一

農家当たりの負担になってきます。約400万円ですね、

もう。まだ価格は高騰していますので、一農家当たり

負担が大きくなるし、今現在、海外からの観光客だっ

たり、国内からの観光客があって、ホテルも牛乳を取

りやすくなっているんですけれども、やはり牛が食べ

る牧草に関しては、ウクライナは小麦を生産している

んですけれども、これも航路を遮断されて、アメリカ、

ほかの国々においては自国で食べるものを、牧草を小

麦に転換するとなると、やはりもっともっと牧草代の

高騰にもつながりかねないし、そういった懸念が国際

情勢によって我が国の第１次産業、自分たちが自分た

ちの胃袋を満たすというところで、今懸念がされてい

るわけで、これによって昨日ですか、農水省では肉用

牛の子牛の単価も支援していきましょうということで、

下落した分、県酪ではホルスタイン牛が４年前に比べ

て、４年前は10万円で売られていたのが今は３万円、

約７万円の差額があると。肉用牛、雄に関しては、４

年前は30万円あったのが今は12万円と。約３分の１で

すね。肉用牛の雌にとっては20万円だったのが11万円

とか。やはり３分の１、売れるものも売れない。そう

すると飼料の質を下げていいのか。でもやはり消費者

は味にはうるさいので下げると品質が落ちる。そういっ

た循環が今うまく行っていない。安い餌を使えばそれ

だけの牛乳の質になるし、やっぱりいい搾乳、牛乳を

出そうとすると、その牛に合った飼料を提供するとい

うのが生産者のことがあるんですけれども、やはりそ

こをどうにか、組合の支援だけでは足りないと思うの

で、何かしら農水省であったり、そういった支援策は

講じていく段階だと思うんですけれども、だけど現場

は支払もしないといけない、単価は下がる。延納願い

も出したりとかやっているそうで、やはり本当にすぐ

ほしいという思いがあるので町長最後に伺いますが、

「はい」って言ってもらいたいんですけれども、何と

言うんですか、国、県の支援を待つのではなくて、今、

財調があるものから、例えば町単独で出せるものは出

していかないと、この農畜産業の第１次産業を衰退さ

せるというのは、自分たち今後、ウクライナ、ロシア

がどれだけ長期化するかも分からないので、そういっ

た国際の情勢を考えながら支援策を講じていかないと、

一度廃業に追い込まれると、また再度申請するという

のは、この南風原では都市化してきているので、僕は

ちょっと不可能に近いんじゃないかなと思うので、今

ある業をなして生計を立てている生産者に対して何か、

今じゃないかなと私は思うんですが、そこに予算をつ

けていかなければ、何と言うんですか、信頼関係とい

うか、ほしいと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 それではお答えします。

昨日、みゆき議員のご質問にもお答えしたんですけれ

ども、現状として国や県の補助の状況、また飼料価格

の上昇額等を把握した上でということで申し上げまし

た。ただ、今、善之議員がおっしゃったように時間が

あまりないということも頭に入れております。なるべ

く早く状況を把握した上で、予算要求できるようなも

のが見つけられるように、こちらのほうも努力してい

るところであります。

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 ありがとうございます。それで

は（２）、現状は今、自分も話したとおりなので、農業

に関しても飼料代だったり、除草代だったり、本当に

原材料が上がっているということで皆さんも多分調査

されていると思うので、また今後の調査もよろしくお

願いします。

（２）ですが、これは今日の新聞にもありましたが、

ＪＡ沖縄中央会、ＪＡおきなわ、沖縄県花卉園芸農業

協同組合、沖縄県酪農農業協同組合、沖縄県養鶏農業

協同組合、この５つの団体が今月初め頃だったか、国

会議員の先生方に支援を要する要請書、昨日か、今日

の新聞にも載っていたんですけど、この５団体が県に

も支援の要請を出しているということで、やっぱり組

合としてはどうにか国、県の支援、町の支援というこ

とでなければ我々の第１次産業はちょっと厳しいぞと

いうことがあるので、我々沖縄県、日本国というのは

島国であるので、この島国が自国の胃袋を満たすとい

うのはちょっと厳しいので、そこら辺もしっかり第１

次産業の生産者の方々を支える意味でも、早急な支援

を私からもお願いします、要請しますので、是非今後

とも早急にですよ、支援できるように頑張っていきま

しょう。



それでは大問２番ですが、部活動について、文科省

は2025年度をめどに、今中学校と高校でやっている部

活動を地域へおろしていきましょう。それは教職員の

負担軽減を目的としてやるんですけれども、その文科

省はトップダウンでそうしなさいよ、じゃあ財源はど

こって地域、市町村はそう思うんですけれども、職員

の５時から７時まで部活動をやっている。土日の部活

動をやっているその時間とお金、財源はどこから持っ

てくるのというのは示されていないので、そこら辺も

考えないといけないし、計画はまだおりてきた段階な

ので、どうなっているかというのもあるし、今現在、

そういった小学校、中学校に部活動指導員として派遣

している方々が何名いるのか。そしてその方々に対し

て報酬はどれだけお支払いしているのか伺います。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

まず小学校への部活動指導員の配置はございません。

中学校に、今年度は南星中学校に２名配置されており

ます。ただ予算上は６名計上しておりまして、南風原

中学校のほうも今申請を行うということで確認は取れ

ております。部活動指導員は時給900円の報酬を支払っ

てございます。以上です。

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 ありがとうございます。やはり

時給900円、それを教職員に担ってもらっている部活動

の数と予算を考えないといけないので、そういった財

源がどこにあるのかということで、（２）ですね、部活

動を総合型地域スポーツクラブという制度があるので、

そこを生かしてはどうかな。南風原は陸上競技場があ

るので、そこを拠点としてクラブハウスをつくり、指

導者を募って、そこから派遣していく。今現状、県内

にもクラブはあるんですけれども、やはり運営が厳し

いということで聞いているんですが、そこに例えば企

業を誘致して、企業型でクラブの運営、派遣とすれば、

小さな子どもたちから高齢者までの総合型スポーツク

ラブなので、子どもたちから大人までの健康づくり、

もしくは競技力といったところで財源を確保していく

というような取組もいいんじゃないかな。南風原町は

名古屋グランパスを主として練習会場を設けておりま

すが、サッカーの企業でクラブを運営していくのかと

なると、小さな子どもたちから高齢者までの運営にな

るので、そういったところで医療費の削減というのに

もつながっていかないかな。それもインセンティブに

どこか反映させて、健康づくりのまちづくり、子ども

たちは競技力もあるんですけれども、栄養学であった

り、トレーニングであったり、ストレッチだったり、

いろんなことを学べてお互いウイン・ウインな関係に

なっていければいいと思うんですが、そこら辺も他都

道府県でもされているのか、ちょっと自分は調べてい

ませんが、そういった取組も企業を主体として財源確

保であると、町としても負担はそんなにはないのでやっ

ていいのかなと思うんですけれども、そこら辺も調査

とかをされているのでしょうか。

○議長 玉城 勇君 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

総合型地域スポーツクラブとの、部活動との連携をし

ているところがモデルケースとしてございます。愛知

県のほうにありますので、その取組のほうも参考にし

ながら、今後この部活動と地域総合型スポーツクラブ

がどのように連携して、子どもたちの充実、環境の充

実、指導の充実につながるかを検討してまいりたいと

思っております。

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 まだ文科省が教職員の負担軽減

のための施策を取ってはいるんですが、今後のまだま

だ計画になってくると思うので、町内のいい環境づく

りができるように進めていけたらいいなと思います。

続きまして、大問３番ですが、これもここは自分も

サイクリングでよく通るんですけれども、やはりテニ

スコート部分がそのまま支柱が立てられていてという

のがあるので、何か活用できたらいいなというのがあ

るんですけれども、課長のほうにお伺いしましたら、

芝生が養生できるのかとかいろいろテストもしている

よということを伺って、公園の施設等、長寿命化計画

というので再整備を考えているよというのがあったん

ですけれども、今年度1,442万円計上しているんですが、

これは全部の公園を調査だけなのか、整備まで入るの

かお願いします。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 お答えします。今回の

長寿命化の調査については、令和４年、５年にかけて

調査していきます。今回は令和４年で黄金森を主に調

査します。令和５年に残りの公園をやっていく予定と

なっております。

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 そのドリームコートの手前のス

ケートボードも結構オリンピック後はたくさんの方々

が利用されていて、もうあふれるぐらいだったので、

何に使ったらいいのか、例えばモトクロスのＢＭＷの

アクロバット的なものがいいのか。いろんな調査をし

ながらやっていくと。そのほかにはドッグラン、前も

言ったんですけれども、ペットが大はしゃぎできるよ



うなところであったりとか、いろんなニーズを調査し

てやっていけると、もっと町民が活用できる施設になっ

ていければいいなと思いますので、今年、来年に向け

て調査、整備をよろしくお願いします。

続いて大きい４番目ですね、これは大志議員がたく

さんの項目を並べて質問していますので、自分なりに、

今年度浚渫事業だったり、河川の改良事業の予算もつ

いていますので、できれば毎年毎年のように短時間で

記録的な大雨が降っている現状があります。やはり大

雨が降ると、浸水する、冠水する周辺の住民は寝ても

たってもいられない不安な状況であるので、そういっ

た設計上の取組であったりとか早期の実現にしてほし

いなと思います。１点だけ、自分は北丘校区に住んで

いるんですけれども、イオンから北丘小学校に向けて

の赤橋と言われている橋があるんですね、子どもたち

が通学路に使っている橋があるんですけれども、その

ときはお昼だったので登下校に問題はなかったんです

けれども、その箇所も冠水していたのかというのはど

んなですか、分かりますでしょうか。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午前10時27分）

再開（午前10時27分）

○議長 玉城 勇君 再開します。まちづくり振興課

長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。今回の大雨については、町内、県内含めて多大な

冠水が発生しているということで、私たちも主要なと

ころについては現状把握をしておりますけれども、今

言った赤橋についての情報とかの把握については今の

ところしていないというような状況です。

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 今回はお昼での豪雨だったので

登下校には問題なかったんですけれども、やはり小中

学生の登下校路にもなっているので、そういった安全

対策、なっていて子どもたちは絶対通りたいんですよ、

そういうときって。雨靴履いてでも。だからそういう

ところも流れていて、流されないような、ハード的な

対策であったり、ソフト的と言えば、こっちは危険だ

よというような、やっていると思うんですけれども、

これは近年にない、本当にもう豪雨、氾濫があります

ので、そういったところにハード的な対応ができるよ

うに、今後とも進めてほしいなと思います。それでは

私の質問を終わります。

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。休憩します。

休憩（午前10時29分）

再開（午前10時31分）

○議長 玉城 勇君 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。６番 大城勇

太議員。

〔大城勇太議員 登壇〕

○６番 大城勇太君 皆さん、改めましておはようご

ざいます。先日のみゆき議員と今日の善之議員ですね、

畜産、そして農家の代弁をしてもらって、本当に皆さ

ん厳しい中で頑張っていると思いますので、どうかい

い方向に行くようにお願いしたいと思います。６番大

城勇太１期目最後の一般質問をさせていただきます。

昨日から始まった一般質問ですけれども、19期最後と

いうのを聞いていると、この４年間、長いようでとて

も短く感じた４年間だったのかなというふうに思って

おります。まだまだ39歳ですので、20期、30期といけ

るように一生懸命頑張っていきたいと思います。しか

し、この19期のことは19期で是非やり遂げたいという

ふうに思っておりますので、前向きなご答弁をどうぞ

よろしくお願いします。それでは一問一答でお願いし

ます。

大きい１番、犬猫殺処分について。（１）本町の犬猫

殺処分についての取組を伺う。（２）６月からマイクロ

チップの義務化が始まった。本町は現在飼っている方

への助成の検討はないか伺います。お願いします。

○議長 玉城 勇君 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１点目、（１）につ

いてお答えします。本町の犬猫殺処分につきましては、

自治会を中心にさくらねこ事業の実施やホームページ、

広報紙への掲載、ポスター、パンフレットによる啓発

に取り組んでおります。

（２）についてです。犬猫の飼い主に対するマイク

ロチップ装着費用の助成につきましては、調査検討を

してまいります。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

再質問したいと思います。先週、先々週ですか、狂犬

病のワクチンが行われたと思いますけれども、町内の

犬猫の登録件数はどれぐらいあるのかお伺いします。

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。まず、

犬の登録件数は令和４年３月末現在で1,248匹になって

おります。また猫は登録制度がありませんので把握は

しておりません。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。犬は



1,248件とありましたが、過去３年間で町内でどのぐら

いの犬が保護されたのか。そしてその中でどのぐらい

の割合で飼い主に戻ったのかをお伺いしたいと思いま

す。

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。過去

３年間、令和３年度から令和元年度の犬の保護件数と

飼い主への引き取り件数をそれぞれ申し上げます。ま

ず犬、令和３年度、保護24匹、引き取り12匹、続きま

して令和２年度、保護18匹、引き取り11匹、最後に令

和元年度、保護23匹、引き取り10匹となっております。

以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。この中

で戻ったのが約半分ぐらいかなというふうに思います

が、戻った犬の中では登録番号がついていたのか、そ

れとも飼い主が、自分たちの犬が、こんな犬が逃げた

よとか、そういったものがあって引き取ったのかとい

うのが分かればお願いします。

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん 手元の資料は、そこ

まですみませんが、登録しておりません。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。犬は登

録する、首につけたりするのもあるかと思うので、結

構戻ってくる、もし自分の犬がいなくなったら探す方

もいるというふうにお聞きしました。

（２）の再質問に移らせていただきますが、６月１

日からマイクロチップの義務化が始まりました。義務

化されたのはブリーダーやペットショップなどの販売

業者が対象になっていますが、今現在家庭で飼ってい

る犬猫はマイクロチップが努力義務というふうになっ

ています。しかし、努力義務といっても、是非マイク

ロチップを入れたいという相談が結構あってですね、

この相談があるというのはなぜ入れたいのかというの

をご存じでしょうか。

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん 今回この制度が始

まったのは、今月６月１日付でマイクロチップ義務化

が施行されております。これの大きな目的の一つとし

て、災害等で犬がいなくなったりした場合に、このマ

イクロチップのデータでもって飼い主に引き取りがス

ムーズに行くというのが大きな目的となっているとい

うふうに認識しております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 金城課長、正解ですね。やはり

このマイクロチップはハワイであれば10年前から義務

化されて、登録をしないと家で飼えない。実際にマイ

クロチップが始まって義務化されたわけですけれども、

本土では1,000キロ離れた場所でも家に帰ったという事

例があって、やはり家から間違って、もしくは散歩中

に逃がしてしまった。今回も宮平川などで災害などが

ありましたけれども、どんなに気をつけていても離れ

ばなれになってしまうことだってやっぱりあるんです

ね。そんなときにマイクロチップを付けていれば、そ

んな思いでマイクロチップを入れたいという相談が僕

のほうにもあったのだと思います。先日町内の河川の

氾濫がありました。もしかしたら、そのときに犬猫が

いなくなったかもしれません。過去に、我が家は養豚

業をしているんですけれども、二十数年前ですか、我

が家のブーちゃんたちも河川が氾濫して数頭が離れば

なれになりました。そうしたら警察の方から大城さん

家のブーちゃん逃げていますよと、川で泳いでいるか

ら迎えに来てくださいと。これ本当の話なんですよ。

なぜかといいますと、我が家のブーちゃんは全部耳に

番号がついているので、どこの農家の豚なのかという

のがすぐ分かってですね、連絡があったということを

今でも覚えています。やはりそれを犬猫として考える

と。ペットはその飼い主にとってとても大きな存在な

のです。毎日ご飯を一緒に食べて、共に遊び、共に笑

い、時には叱ったり、けんかをすることだってあるで

しょう。最近では伴侶動物、コンパニオンアニマルと

いう言葉だってあって、長い間苦楽を共にしたペット

は飼い主にとって家族同然なんです。その相棒とも呼

べるペットが行方不明になったときに、家族の行方不

明と同等ぐらい悲しい出来事であり、精神的にも大き

な影響が出てしまうのは仕方のないことです。自分の

ことでも、他人のことでも決してペットロスではなく

て、愛する家族を失ったときには人は後悔と絶望を感

じます。何か救う方法があったのではないかな。幸せ

にしてあげられたかな。もっとこうしてあげればよかっ

たかなという後悔、今まで思い描いていた一緒に過ご

していく未来がもう二度とこないかもしれない。そう

いった自分の思い描く理想と決して変えることができ

ないという現実のギャップから、やはり無力感と罪悪

感でブロークンハートシンドロームといって、やはり

ストレス性心筋梗塞、たこつぼ心筋症、ペットロスで

後追い自殺をする人が結構いるんですね。やはりそれ

をどうにかするのがこのマイクロチップが重要だと思

いますが、町長、南風原町で3,000円でマイクロチップ

を埋めることができます。ちなみに名古屋市は2,000

円の補助、横浜市は1,500円の補助、京都市は年間1,000



頭無料でマイクロチップを装着できます。本町も年間

100頭でいい、そうすれば30万円で年間100頭にマイク

ロチップをただで埋めることができる。このマイクロ

チップの補助を、町長どうかやっていただけませんか。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 ただいまの勇太議員のご質問に

お答えをいたします。私も犬を13年ほど飼っておりま

したので、亡くなったときは非常にさみしい思いをし

たのを思い出しておりますので、考え方としては勇太

議員と同じでございます。そういうことからしますと、

このマイクロチップの義務化というのは本当に時宜を

得たものだなというふうに思っておりますけれども、

今まさに議員がおっしゃったように、そういう思いが

あるのであれば、是非飼い主の方にはマイクロチップ

を装着していただきたいなというのが私の思いでござ

います。ただ、この思いと、これをまた補助していく

事業としてはどんなのかというのはまた別でございま

して、これは町としましてはやるにしても優先順位を

しっかり説明できるように調査検討して、それから事

業化ということになろうかと思っておりますので、基

本的にはペットへのマイクロチップ義務化への助成事

業というものがどの程度優先順位として上にあるかと

いうのを、我々にもう少し勉強する時間を与えていた

だきたいというように思っております。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 町長ありがとうございます。や

はり家族同然と思っている方々もいますので、お年寄

りが逃げたときに追いかけられるか追いかけられない

かも含めて、これからやっぱり６月１日から始まった

事業ですので、しっかりと南風原町も調査研究してい

ただいて、今後助成に向けてできるかどうかというも

のをやっていただけたらというふうに思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは大きい２番、コロナ禍における小学校の取

組について、（１）コロナの影響や濃厚接触者、学級閉

鎖等で授業を受けられなかった生徒への対応を伺う。

（２）タブレットの活用状況を伺う。よろしくお願い

します。

○議長 玉城 勇君 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項２についてお答えし

ます。（１）のほうの質問、小中学校では課題配付、児

童生徒用端末等を持ち帰らせての学習サイト等での家

庭学習、またオンラインで授業を配信し授業へ参加さ

せるなどの対応を行っております。

（２）でございます。各小中学校では、各教科で考

えや意見を出し合う共同学習、調べ学習、生徒会活動

など様々な場面で活用しております。さらに学級閉鎖

や学校へ登校できない児童生徒の学習や健康観察にも

活用しております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

今の答弁内容では授業を受けられなかった子どもたち

にサイト等での家庭学習ですね、オンラインで授業を

配信して授業へ参加させるなどの対応を行っておりま

すとありますが、今現在、もし濃厚接触者になったの

で、今日学校をお休みしますと、濃厚接触者になった

ので今週は休ませてくださいという児童への対応です

ね。その場合は学校にきて、タブレットを取りに来て

ください。学校に来て宿題を取りに来てくださいとい

う方法を現在やっているのかどうか。実は自分が濃厚

接触者になったときに、自分の子どもには来なかった

んですね、タブレットを持ち帰るわけでもなく。せっ

かくＧＩＧＡスクール構想というものでタブレットの

購入を２億7,000万円ぐらいかけてやっているわけです

から、やはりこれはタブレットを最大限に活用して、

学校に行けない子どもたち、授業確保方法とかもあり

ますけれども、そういったものも含めて、最大限にこ

のタブレットを使って授業を子どもたちができるよう

にしてほしいというのがこの２番の趣旨ですので、実

際にタブレットを持って帰って、学校の授業を受けて

いる子どもというのは実際どのぐらいいるのか教えて

いただければと思います。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

実際、タブレットを持ち帰って、どのぐらいの子たち

がという数についてはこちらでは把握してございませ

ん。学校によって、やはり今対応に差がございまして、

その辺を教育委員会のほうで情報共有しながらこうい

う事例がありますよというふうに対応しているところ

でございます。なので濃厚接触者になって、タブレッ

トを持ち帰らせられる場合もございますが、やはり濃

厚接触者は外出禁止になっておりますので、そういう

場合についてはタブレットというよりは教科書の何ペー

ジから何ページをやっていてくださいねとか、そうい

う連絡をしている場合もございます。場合によっては

それができない場合もございますけれども、そういう

対応があります。あとオンラインの活用については、

アカウントを全児童生徒に配付していますので、端末

を必ずしも持ち帰らなくても、家庭のパソコンやスマー

トフォン等でログインしてということもできますので、

その辺も教育委員会は一緒になって取り組んでまいり

たいというふうに考えてございます。以上です。



○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 今現在、オンライン授業でアカ

ウントを用いてやればできるというふうにおっしゃっ

ておりましたけれども、子どもたちはアカウントで、

例えばパソコンがある、家にタブレットを持っている

方がいれば、実際に毎日の授業というのは見ることが

できるんですか。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

今授業を、全ての授業を毎回公開しているということ

ではございません。必要に応じて学校のほうで授業を

配信しているという状況でございます。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 すみません、突っ込んだ質問な

んですけれども、必要に応じてというのはどの、例え

ば今日は国語が大事なので今日は国語をやります。そ

れとも今日はやらない日もあるのか。お願いします。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん まずですね、例えば

中学校によっては教科の先生によって配信している、

していないの差があると思います。小学校については、

学年だったりとかそこに差があるので、必ずしもやっ

ていないというところはあります。この授業のオンラ

イン配信については、今まず先に取り組んでいるのは

不登校の児童生徒等で、学校のほうが取組が始まって

いる状況です。コロナ禍による学級閉鎖等というのは

急に来ますので、今そこへの対応はまだ追いついてい

る場合と、可能なときにはすぐ対応しているんですが、

追いつかない場合についてはやはりすぐ授業の公開が

できないケースもございます。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。やはり

このコロナ禍ですので、すぐに突然、家族が熱を出し

た、37.5度以上の熱があれば学校への登校を控えてく

ださいというふうにありますので、もしかしたら学校

へ行けなくてそのまま休まないといけない、５日間休

まないといけないという場合もあるかと思いますが、

やはりこのタブレットをどうにか活用して、不登校の

子どもには使える。しかし、濃厚接触者になって学校

に取りに行くこともできない方へは、できないという

か、というわけではなくてですね、このオンライン授

業を使って、せっかく学校内にもインターネットのＷ

ｉ-Ｆｉも入っているんですから、それを活用してしっ

かりと子どもたちが授業を受けられるような形、どう

しても子どもたちでも、自分の子どもが６年生なんで

すけれども、休んだときにはこれぐらいの宿題をやっ

てねと言っても、やっぱり家ではなかなか宿題という

のもできないですし、子どもたちに勉強させなければ

いけない時間帯に親がどうこう言ってもする子どもも

やはり多くはないと思うんですね。やはりこの授業を

見るだけでも子どもたちは一緒に参加ができている。

そういった思いも含めて、このＧＩＧＡスクール構想

も含めてこのタブレット活用について含めてどうにか

やっていただきたいと思いますので、どうにかこれを

うまく活用できるような形で今後は進めていけたらな

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは大きい３番に移りたいと思います。１期目

４年間の一般質問を振り返って、（１）スポーツ、武道、

文化、芸術などの県外派遣費の拡充を。（２）かぼちゃ

の日の制定を。（３）放置車両の進捗状況を伺う。（４）

はえばる保育園前の安全喚起を伺う。（５）小中学校プー

ル監視員の配置を伺う。お願いします。

○議長 玉城 勇君 教育長。

○教育長 金城郡浩君 質問事項３について、（１）

についてお答えします。現在、県外派遣費については

助成対象経費の５割を補助しており、拡充については

令和元年８月に芸術分野も助成対象可能となる要項改

正を行っております。

（５）の小中学校プール監視員についてです。今年

度、小学校にプール管理人の配置を行っております。

○議長 玉城 勇君 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項３点目の（２）につ

いてお答えいたします。かぼちゃの日の制定につきま

しては、関係機関の総意が得られておらず、いまだ制

定には至っておりません。

（３）でございます。これまで所有者へ車両の撤去

について通知や訪問を実施してまいりましたが、いま

だ撤去に至っておりません。引き続き車両撤去に向け

て取り組んでまいります。

（４）です。安全喚起として、園の意向を伺い、ド

ライバーに注意を促す看板を設置しております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

まず（１）の再質問からしたいと思いますが、以前も

これは僕が一般質問でスポーツ、武道、文化、芸術な

どの県外派遣費の拡充をということで一般質問に取り

上げました。現在、南風原町では航空運賃の５割を補

助していますということなのですが、他市町村では、

豊見城市の例で言えば航空運賃、そして宿泊費、そし

て朝、夜の宿泊込みの上限6,000円を補助する。南城市

は航空運賃の半分と宿泊費の半分を補助するというふ

うに要綱がありました。やはりこれは沖縄県ですので、



実は私他県へ行ったときにはこういう補助がなくて、

沖縄県独特の補助なのかなというふうに僕は感じまし

たが、やはり沖縄から県外へ行くわけですから、航空

運賃だけでは足りない。やはり宿泊運賃、そしてそれ

から関わるそこからの移動費用、そういったものも含

めて様々なものに対して経費はかかると思います。な

のでどうしても航空運賃だけではなくて、他市町村に

合わせた宿泊費半分までもどうにか盛り込んでほしい

と思いますが、この件についてはどうか宿泊費半分ま

では南風原町も他市町村に合わせてやっていきましょ

うという考えがあるのか、ちょっと意見を聞かせてく

ださい。

○議長 玉城 勇君 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 お答えいたします。

今ご質問にありましたように、宿泊費のある町村であ

りますが、南城市、それから豊見城市、あと近隣であ

りますと与那原町、それから糸満市などがございます。

これについては南風原町の場合は一括交付金を活用し

ての事業でございます。近隣では主に南風原町のほう

がこの交付金を活用した事業でございまして、残りの

近隣の町村については単費のほうで行ってございます。

なのでこれについては南風原町も可能なのかというと

ころは、まず調査いたしまして、進めていくべきもの

かと考えております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。実際、

南風原町は宿泊費の半分を出しているというふうにあ

りますが、今回コロナでなかなか行けなかった年もあ

りますが、コロナ前にどのぐらいの宿泊の半分の費用

を出していたのか分かればお伺いいたします。

○議長 玉城 勇君 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 航空運賃の半額で

ございますが、コロナ前、平成30年度の実績で41件、

それから交付額実績額が252万6,000円を補助しており

ます。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 これ252万円ですので、南城市

とか豊見城市をお聞きすると、宿泊費を入れても五、

六百万円ぐらいとお聞きしました。やはり南風原町も

もう少し拡充してもいいのかな。子どもたちが部活を

一生懸命頑張って、この県外派遣費のために街頭で募

金するのをよく見るんですね。そういったものを見て

いると、それよりも僕は募金をする暇があるのだった

ら、もう少し練習して勝っていただきたい。そういう

思いで、もうちょっと南風原町にはそういったものも

出していただけないかなという趣旨なので、是非今後、

これは一括交付金を使ってやっているということです

ので、一般財源を使ってもそんなにかかる費用ではな

いと思いますので、やっぱり子どもたちのことも住み

よいまちづくりを目指すのであれば、街頭募金をさせ

るのではなくてですね、親も負担になりますので、是

非もう少し半分も出していただければ、もうちょっと

楽にはなるかなと思いますので、是非これも次に持ち

越しになるかとは思いますが、検討していただけたら

というふうに思いますので、是非また質問しますので、

よろしくお願いします。

次に（２）かぼちゃの日の制定の制定に向けてです

が、関係機関の総意が得られていないというふうにお

聞きしますが、これは関係機関との協議が必要なのか、

何かしらのものを、通らないとこの制定ができないの

か。５月には、５月12日にはアセロラの日というふう

に名護市がやりました。６月６日には、宮古島がオク

ラの日というふうに制定しました。やはりこれは南風

原町も５月にカボチャ200キロを寄贈、もらってですね、

カボチャスープを作って子どもたちにあげたというふ

うにありますので、やはり南風原町にはかぼちゃの日

というものはどうしてもつくるべきだと思いますが、

どうにか関係機関の総意を得てできないのかどうか。

前回も質問しましたが、それからどういうふうな形で

関係機関とやり取りしたのかというふうにお聞きした

いと思います。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。ま

ず前回ご質問いただいたときにお答えしたのが、何か

の日を制定する上では農家の方、そしてまたそれに携

わるＪＡの方々、そういった方々が制定に向けて思い

が一つになったときに検討を進めていく必要があると

お答えしております。前回勇太議員からご質問してい

ただいた後に農業関係者の会議がございました。その

中で町の特産品、農産物の日の制定についてご意見を

伺ったときに、その時点でコロナ禍の影響等はあった

と思います。そういったものを含めて確認をしたとき

にはよしやろうというような強いご意見はなかったと

いうことでございます。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 農家の意思ももちろん大事だと

思いますが、かぼちゃの日をつくるのに反対する人と

いうのはまずいないと思うんですね。かぼちゃの日を

つくるだけで、やはり子どもたちにもこの日はかぼちゃ

が一番出る時期だからかぼちゃの日が制定されました

よ。例えば７月15日はマンゴーが一番多くできるから、

７月15日にはマンゴーの日が制定されましたよ。そう



いったものを南風原町として率先してやっていくべき

だと思います。例えば何か会議があったら、かぼちゃ

の日をつくりましょうという会議があったのか、それ

とも何も出ないからかぼちゃの日を制定しないのか。

やはりかぼちゃの日というものは、はえるんもカボチャ

ですから、何かしらそれも含めてかぼちゃの日をつくっ

ていただきたいと思いますが、これも持ち越しになり

ますか、再度ご答弁お願いします。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。も

ちろん私ども産業振興課のほうでもかぼちゃは非常に

重要な農産物だということは理解しております。今後

も、先ほど言ったように、そういった思いが強まるよ

うな話が出るような協議の場をしっかりと持っていき

たいと考えております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 前回このかぼちゃの日の制定を

と、議会広報紙に載ったときに、朝から農家の方から

電話があって、お前、カボチャのカも知らないのに、

かぼちゃの日の制定をと訴えるぐらいであれば、まず

カボチャの勉強会に参加してかぼちゃの出荷も手伝い

に来いと連絡がありました。やはりカボチャ農家の思

いも含めて、カボチャを自分も、確かにカボチャのカ

も分からないかもしれませんが、やはり津嘉山かぼちゃ

と言えば、全国でも美味しいよと思われるような、そ

してかぼちゃの日がこの日にあるよ。そういったもの

が分かれば、やはりもうちょっと全国にも、そして販

路拡大にも、そしてまたこの南風原町の方々にももっ

ともっと親しみが湧くと思いますので、今後とも自分

も含めて勉強してまいりますので、是非かぼちゃの日

の制定を共に頑張っていきましょう。

それでは（３）の再質問をしたいと思います。放置

車両の撤去について、やはり僕も与那原署の方々に立

会いして、この軽自動車ですけれども、撤去に向けて

どうしたらいいのかというふうになりました。やはり

個人情報ですので、何も答えてはいただけませんでし

たが、間違いなくこの辺の方だなということだけはお

聞きしました。やはりこのナンバープレートもついて

いるわけですから、南風原町としてもどこの方とは分

かるとは思いますが、もちろん転々として、もし車の

登録の住所が南風原町であってももうここに住んでい

ないかもしれない。なかなか訪問とかをしてもいまだ

撤去に至っていないと思いますが、いつまでも８年に

なりますので、どうしていくのかというものを含めて、

何かしらのご意見があればお願いします。

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。現在、

与那原警察署に連絡、また所有者の調査、また所有者

に撤去命令等の連絡を行った結果、撤去に向けて早急

に対応してまいりたいと考えております。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 これはそのまま答弁内容でいい

のか、それとも何かしらの進展があったのか。これは

撤去しますよというふうになったのかどうか、再度答

弁いただけますか。

○議長 玉城 勇君 住民環境課長。

○住民環境課長 金城直子さん 直近なんですが、町

の顧問弁護士に確認を取ったところ、問題がないとい

う回答がいただけましたので、撤去に向けて早急に対

応してまいりたいと考えております。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。なかな

か長い年月置かれていたわけですから、今状況であれ

ば、周りにポールも立てられて、バンパーも落ちて、

このバンパーも車の上に置かれている状況ですので、

台風が来てバンパーがどこに飛んでいくかも分からな

い。子どもたちに被害が起きるかもしれない。周りの

住民環境に被害が起きるかもしれませんので、早急な

撤去をよろしくお願いしたいと思います。顧問弁護士

のほうが問題ないということですので、次、この質問

が上がることはないとは思いますが、早急な対応をお

願いしたいと思います。

（４）はえばる保育園前の安全喚起を伺うですが、

以前にもこの質問をしたときには看板を設置しますと

いうことで、南風原保育園の前のほうに看板を設置し

ていただきました。飛び出しに注意してくださいとい

う看板ですけれども、現在もこのはえばる保育園前に

は電柱のほうに反対から、右から来ても左から来ても

見えるように電柱のほうに両方やっていただきました。

ですが、この電柱よりも門は10メートル前にあるんで

すね――10メートル先にあるんですね、この看板が。

普通であれば門よりも前にあるべき看板なのかなとい

うふうに思いますが、電柱がこの先にはないんですよ。

看板を立てることができなくて、何かしらの、門より

も後にこの看板があるものですから、10メートル先に、

やっぱり何かしら見えない、まだ安全ではないのかな

というふうに僕は思っていますが、やはりこの地区に

はあと１園保育園もあるわけですから、このキッズゾー

ン対策だったり、ゾーン30だと規制がかかってなかな

か難しい、キッズゾーンにしても難しいとは思います

が、看板だけではなくて、この辺は園児が歩きますよ

という何かしらの路面標記みたいなのができないのか



お聞きしたいと思います。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。現在、この件については関係機関とも連携を諮っ

ているところでございますけれども、今言ったような

路面標示については、さらに関係機関との協議調整を

しながら、検討をできるのかどうかについては判断し

ていきたいと思っております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。キッズ

ゾーンの路面標記だとこども課なのかなというふうに

思いましたけれども、キッズゾーンにも国が指定され

たこの補助金メニューというのもあるので、ここはキッ

ズゾーンですよというもの自体の標記をどうにかでき

ないのかなと思いますが、こども課としての意見をお

聞きしたいと思います。

○議長 玉城 勇君 こども課長。

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。地域

の一定のエリアの交通安全の確保という部分は、道路

の速度規制などいろいろ方法等はありますが、キッズ

ゾーンの目的については、やはり保育所等の周辺の道

路におけるそこでの注意喚起ということで目的が定義

されているところでありますが、保育所等のほうから

このキッズゾーンの設定についてというような要望と

いうものはございませんで、あくまで今質問にあった

とおり、前面道路の交通安全という部分の話は伺って

おります。以上です。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 前面の道路安全というのは、こ

の道を安全対策をしてくださいという話なのか、例え

ばキッズゾーンではなくてもグリーンラインを引いて

くださいという話なのか、何かしらやってくださいと

いう園からのご要望があったのか。

○議長 玉城 勇君 こども課長。

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。当園

の施設の特徴として、駐車場が設けられておりまして、

そこから保育園の入り口のほうに、敷地内を通って、

保育園の入り口のほうに出入りをするわけですが、こ

の駐車場から保育園に行くまでの敷地内のほうは、前

面道路に面している状況であるものですから、そこの

ほうで保護者が手をつないで、ちゃんと建物内に連れ

ていくということを原則としているところなんです。

やはり子どもたちにおいては、親の手を、目をそらし

たすきに道に飛び出すことがあるかもしれない。そこ

は園のほうも非常に気をつけていて、保護者のほうに

そういった注意喚起をしているところであるし、植栽

などにおいて、園児が道路側に飛び出さないようにと

いうこともしているんですが、併せて車のほうも速度

を落としてもらえれば助かりますというような話がご

ざいましたので、前面道路の側道について注意喚起と

いう内容となっております。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。やはり

小さい子を抱えて、各保育園施設そうだと思うんです

けれども、親が鍵を締めないといけないんですね。と

なると、片手は必ずしも子どもの手を握っているわけ

ではない。片手は子どもを抱えて、もう一人の子ども

は、その前に鍵も閉めないといけないので、やはりちょっ

としたすきに子どもが飛び出してしまうということも

ある。やはりそういったものはですね、町ができるこ

とと言ったら注意喚起だったり、グリーンベルトだっ

たり、いろいろなものが、様々なものがあるかなと思

いますが、何かしらの対策を今後はやっぱり検討して

いくべきだというふうに思いますので、またこれも持

ち越しにはなりますけれども、また再度やっていきま

すので、是非よろしくお願いしたいと思います。

続いて（５）小学校プール監視員ですが、今回から

また小学校のプール授業が始まりました。３年前に小

学校の先生から相談があって、この授業の休みの合間

にプールの水質検査はなかなか時間が取れないという

こともありました。そういったものはプールの監視員

も含めてつけてくださいということだったので、今回、

小学校のプールの管理人の配置を行ったということで

ありますので、本当にありがとうございます。ちょっ

とお聞きしたいんですけれども、全小中学校にプール

の監視員をつけたのか、それをお伺いしたいと思いま

す。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

４小学校のうち、南風原小学校のプール管理人のほう

が募集はしておりますが見つかってございません。北

丘小学校に関しては２学期の実施ですので、そちらに

向けて募集をしております。以上でございます。

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。やはり

先生１人だと様々なものも全て把握できる、見られな

い部分もあるかと思いますが、やはりこれは以前も監

視員というものがありましたので、また再度復活した

ということはとてもすばらしいものだというふうに思

いますが、これも継続していけるようにしていただけ

たらと思っております。

これで私の一般質問は終わりますが、この４年間、



様々な僕のわがままに答えていただいてありがとうご

ざいます。また次も頑張って戻ってきて、皆様とここ

でお会いできるのを楽しみにしていますので、どうぞ

よろしくお願いして一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。休憩します。

休憩（午前11時14分）

再開（午前11時25分）

○議長 玉城 勇君 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。３番 岡崎 晋

議員。

〔岡崎 晋議員 登壇〕

○３番 岡崎 晋君 冒頭に改めてロシアのウクライ

ナ侵攻を強く非難し、犠牲になった人々のご冥福を祈

り、一日も早くウクライナに平和が戻り、滞留してい

る穀物、資源の輸出と物流が再開し、飢え死にする人々

がなくなるよう、そして世界経済が元に戻るようプー

チン大統領に強く訴えます。

それから赤嶺町長の２期目、新たな４年間のスター

ト、そして新垣副町長のご就任、金城教育長のご就任、

４月に桃原都市整備課長、６月に与那嶺教育部長、玉

那覇企画財政課長、ご昇任改めておめでとうございま

す。ここにいらっしゃる三役の皆さん、管理職の皆さ

んがこれからの私たち議会と一緒になって活発に議論

を交わしながら、南風原町のさらなる発展のためにお

力を発揮されることを期待いたします。質問に入らせ

ていただきます。

まず１番目の大きな質問から答弁いただいて、再質

問させていただきます。さて、第３次財政健全化計画

が今年度で終了し、来る10月に町長から来年度の予算

方針が示されて本格的な予算編成に入るまで、もうこ

のような機会はありません。このようなことを踏まえ

た上で質問させていただきます。大きな１番目、町長

の２期目の約束と行政運営について。（１）から（８）

まで。（１）自治会の力を町の発展にどう生かしていき

ますか。（２）、その前に広報はえばるの６月号に赤嶺

町長の２期目の約束が特集で紹介されました。７つの

約束がありまして、その１つ目、２つ目に平和なまち

づくり、教育文化のまちづくりがうたわれています。

それで新教育長に何を期待されますか。（３）介護医療

費抑制と高齢者の健康促進のためにもシルバー人材セ

ンターが是非必要ではないでしょうか。（４）国民健康

保険税をどうしますか。（５）町民が議会活動を知る一

番有効な議会だよりは、令和元年５月以来、24ページ

から12ページに減り、議員の政務活動費も同年４月か

ら３分の１に減額されてきました。これをどう考えま

すか。（６）近隣及び県内類似自治体並びにその人口と

比べ、本町の議員報酬の現状はどうでしょうか。議員

の自覚と責務をさらに高めるためにも改善すべきと考

えますがどうですか。（７）土地利用見直しも町長は２

期目の約束の中でうたわれています。土地利用見直し

で本町の農用地はどれだけ減っていきますか。（８）東

新川の市街化区域への見直しとまちづくりの要請はど

うなっていますか。ご答弁お願いします。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 岡崎議員のご質問にお答えをい

たします。まず質問事項１番目、（１）、（２）につきま

しては、私のほうから答弁いたしますけれども、残り

のご質問につきましては副町長以下、担当部課長から

答弁をさせていただきます。まず（１）の自治会の件

でございますけれども、自治会は明るく住みよい地域

づくりや、地域の様々な課題解決などの役割を担い、

本町の発展に大きく貢献していると考えております。

町のさらなる発展のためには、自治会の皆様のご理解、

ご協力が不可欠だと考えておりますので、引き続き自

治会との連携を密にして本町のまちづくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。

（２）のご質問でございますが、新教育長へは、町

づくりの指針となる第５次南風原町総合計画の推進と、

沖縄陸軍病院南風原壕群の活用や子ども平和学習交流

事業など、私が令和４年度施政方針で示した取組につ

いて、着実に遂行していくものだと期待をいたしてお

ります。以上でございます。

○議長 玉城 勇君 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 （３）についてお答えいたし

ます。シルバー人材センターで行われている業務につ

きましては、すぐやる班等の３事業で実施しているこ

とから、現時点では設置については考えておりません。

（４）についてです。本町の国民健康保険特別会計

の収支状況や、県が示す標準保険税率及び保険税率の

統一に向けた動向等を基に、税率改正について検討を

してまいります。

（５）についてであります。財政健全化計画の取組

については、町民及び議員の皆様にご理解とご協力を

いただき感謝を申し上げます。議会だよりの創意工夫

による発刊、政務活動費減額などの取組により財政状

況は着実に改善されており、一定の成果はあったもの

だと考えております。

（６）についてです。県内の類似団体の議員報酬を

調査したところ、現状では本町の議員報酬が低い状況



となっております。今後、特別職報酬等審議会に諮る

など、改定に向けて検討してまいります。

（７）についてです。南風原町都市計画マスタープ

ランの土地利用の基本方針では、農用地区域は今後も

維持、保全に努める方針を定めております。

（８）についてです。市街化区域編入につきまして

は、沖縄県都市計画運用指針の中で計画的な市街化が

確実に見込まれる区域であることが条件とされており、

現時点で東新川区を市街化区域へ編入することは困難

と考えております。まちづくりにつきましては、都市

計画マスタープランで計画的誘導地区として位置づけ、

需要に対し適切な誘導を図る方針を掲げております。

これまで地域及び関係地権者と都市計画の制度や事業

手法等について意見交換会を重ねており、引き続き土

地利用の転換に向けて検討してまいります。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 どうもありがとうございました。

それでは再質問させていただきます。まず１番目の自

治会をどのようにして生かしていくか。町長の力強い

お言葉ありがとうございます。私はこれまで自治会を

元気にしてほしいということを繰り返し訴えてまいり

ました。現在の自治会は、一番元気であろうと言われ

ている老人会、この老人会さえも毎年なくなりそうな

ところがあります、16の老人会、役員のなり手がなく

てようやく落ち着いたと、毎年繰り返されているよう

です。あるいはＰＴＡ、私が驚くような大きな自治会

もＰＴＡが休止している、子ども育成会も休止してい

る。そのような自治会が衰退していく中で、私はこれ

までも訴えてきたように、自治会の力をもっと生かす

べきじゃないかということを訴えてまいりました。こ

の自治会が元気になるようにしていくためにはどのよ

うにしていくべきか。月２回の区長会の中だけでは限

度があるのじゃないかなと思ったりします。あるいは

その区町会をもっと生かす方策もその中にはいろいろ

あるんじゃないかと思います。例えば新川で言えば、

今肩身が狭いんですが、区長のなり手がいない。ＰＴ

Ａ、子ども育成会が休止して久しい。民生委員、児童

委員のなり手もなかなか出てこないとそういう難しい

ところですが、例えば公園の管理も町から指定を受け

ております。その覚書というんですか、契約書、覚書

でしたか。その中には例えば公園の作業などに当たっ

て事故が起きた場合どうするのかということは一切う

たわれておりません。自治会長役員の人たちが町の事

務委託を受けて動き回る際、ポスター貼り、広報配り、

その他の仕事をしていくときに事故に遭ったらどうな

るんだろう。あるいは公民館の使用は、今自治会に一

任されているようです。ここまでというガイドライン

がコロナが起きた当初のようには示されておりません。

公民館の使用などで何か問題が起きた場合に、区民に

訴えられるようなことがあったりした場合には、私た

ちは自治会長や自治会を守ることができるでしょうか。

私たちとあえて言うのは、まちづくり基本条例でまち

づくりを進めるに当たって最高規範である基本条例で

町というのは、前にも話したように、皆さん行政側と

私たち議会なんですよ。町というのは皆さんだけでは

ないです。両方で町なんです。ですから、私たちはそ

ういう自治会を守っていきたい、何か問題が起きたら

顧問弁護士を紹介しますだけでは済まないと思います。

これについては特に再答弁を求めません。

（２）新教育長への町長のご期待、先ほど伺いまし

たので、改めてまた教育長に伺っていきたいと思いま

す。

（３）の介護医療費抑制と高齢者の健康促進のため

にもシルバー人材センターが是非必要ではないか。し

かし、お答えはすぐやる班などの３事業でやっている

ので設置は考えていない。すぐやる班の３事業という

のは何でしょうか、もう一度教えてください。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 それでは３事業につい

てお答えいたします。まず道路管理、公園管理等を行っ

ているすぐやる班の業務、そしてワークプラザ南風へ

委託している資源ごみ及び粗大ごみの回収業務、町社

協で実施している一般的な家庭等からへの依頼に基づ

いた草刈り清掃等、日常的なサポートを行うまちづく

りサポートセンターの業務となっております。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 ３月定例会で、新垣善之議員も

シルバー人材センターについて取り上げたと思います。

そのときにお答えになった民生部長、町民の健康増進

あるいは医療費の抑制、介護費の抑制の先頭に立つべ

き民生部長のお答えが全く後ろ向きであったのには私

本当にがっかりしました。シルバー人材センターが設

立することによって、高齢者の健康増進、あるいは医

療費の抑制、介護費の抑制につながるというお考えは

ありませんか。

○議長 玉城 勇君 民生部長。

○民生部長 知念 功君 お答えいたします。まず１

点目のシルバー人材センターの設立については、これ

までも経済建設部、それから我々も答弁してきたとお

りでございまして、シルバー人材センターそのものの

設立については、南風原町においてはこれまで答弁し

たとおりの理由でもって設置については考えていない



という状況でございます。高齢者の健康づくり、介護

費の抑制等も含めた健康づくり、そういった部分に関

しましては、本町はしっかり介護予防事業等取り組ん

でおりますので、健康づくり、その結果介護費の抑制

にもつながる部分も出てくると思いますので、町民の

健康長寿を目指して、これまでどおりしっかり取り組

んでいるこの介護予防事業の充実ですね、そういった

部分で健康づくりに取り組んでまいりたいと思います。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 これまでやっていることで、多

分事足りているというお答えだったと思うんですが、

私の認識はまたかなり違います。医療費、介護費は増

えていくのはこれからも続くし、これを抑えていかな

きゃいけないだろう。今まででいいとは思いません。

近隣、もう少し離れてもいいんですが、最近シルバー

人材センターが発足された事例がありますけれども、

どこでなのか、そこの人口がどれだけなのかご存じで

すか。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。県

内のシルバー人材センターの設置状況ですね、41市町

村中17市町村ということは認識しておりますが、先ほ

ど岡崎議員が話された最近設置されたところについて

は把握しておりません。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 それでは私がご紹介します。北

中城村で３月に発足しました。そこの人口は１万7,886

名、我が南風原町はその約2.3倍の人口がおります。す

ぐ近くのお隣の与那原町だけがまだございません。与

那原町と我が南風原町にだけシルバー人材センターが

ないのはなぜだろう。どなたかお答えいただけますか。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。シ

ルバー人材センターの業務に関しましては、道路や公

園の管理、資源ごみの回収等の公共的な業務と一般的

な家庭からの日常的な依頼、草刈り、家の清掃等があ

ります。本町ではこれを道路や公園の管理等を台風経

過後等、緊急時も対応できるすぐやる班が、また資源

ごみや粗大ごみの回収を授産施設であるワークプラザ

南風が、そして一般的な家庭等からの日常的な依頼等

をまちづくりサポートセンターが実施しております。

そういったことからの業務が重複しますシルバー人材

センターの設置ではなく、既存の事業をしっかりと行っ

ているところであります。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 これも残念ながら私と認識が大

分違います。すぐやる班の仕事ぶりについては、個々

人については申し上げませんが、その皆さん方の仕事

ぶりについては町民の声も届いています、あれでいい

のかという声も届いています。それからワークプラザ

南風については、私が思うに、そこの利用者は南風原

町民だけではありません。町内外の方も利用していま

す。そういう施設が今言われたような資源ごみの回収、

分別を行っております。南風原町だけが、そこが南風

原町のために大いに役立っているとはちょっと認識が

違うと思います。これまで何名の議員の方々がこのシ

ルバー人材センターについて取り上げてこられたでしょ

うか。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午前11時45分）

再開（午前11時45分）

○議長 玉城 勇君 再開します。３番 岡崎 晋議

員。

○３番 岡崎 晋君 多分お答えできないと思います。

多くの議員が取り上げてこられたと思います。その必

要があるから取り上げてきたんだと思います。私たち

は諦めずに皆様にこれを求め続けていきます。旧態依

然とした考え方という言葉がありますね、やり方。そ

れを前にもおっしゃいましたスクラップ・アンド・ビ

ルド、それは是非必要じゃないかなと思います。

次、（４）の国民健康保険税をどうするか。税率改正

について検討していきますというお答えです。前回は

幾ら引き上げたんでしょうか、年間で。

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 岡崎 晋議員のご質

問にお答えします。幾ら上げたかでございますが、決

算で保険税の増額を見ますと、約5,100万円の税収が増

額しております。１人当たりに換算しますと約6,000

円になります。以上です。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 この国民健康保険税について

は、以前にも知念議員もこのままずっと一般会計から

繰り入れを続けるべきではないとおっしゃったと思い

ます。これまでに一般会計からの繰入れ、いわゆる補

塡は幾らほどになっていますか。

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 お答えします。平成

20年度から令和３年度まで合計14年間でおよそ28億円

繰り入れております。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 国民健康保険のために一般会計

から14年間で28億円を繰り入れたということで間違い



ないんですね。はい。いろいろな考え方があると思い

ますが、私自身はですね、１回目引き上げたときにさ

らなる引き上げが必要だということは議会議員の皆さ

んも説明を受けております。いろんな考え方があると

思いますが、私自身もこれは致し方ないことなのかな

と考えます。対象者となる方々に痛みを強いることに

なりますが、そういう勇気も町としては必要かなと思

います。低所得者など軽減対象となる方々、あるいは

町民への説明を十分に尽くして、軽減対象となる方々

への措置もしっかりして検討していっていただきたい

というふうに考えます。

次（５）議会だよりが令和元年５月から24ページか

ら12ページに減りました。政務活動費も同じ年４月か

ら３分の１に減って現在に至っております。今年度で

終わるものと考えていますが、財政健全に一定の成果

はあったというお答えです。なかったということは私

も申し上げません。しかし、その一方で町民の皆様が

議会の活動、町政を知る広報だけで十分だとは思いま

せんが、特に議会だよりについて申し上げているので、

議会だよりで私たちの活動、議会の活動を知るのに情

報が十分だったのかなという思いは強くいたします。

前にも取り上げましたが、議会はネットで中継されて

いると言いますが、どれだけの方がネットをご覧になっ

たか、それは正確に把握できない。なぜかというと、

１秒でもタッチするとそれは１回に数えられる。以前

にも正確に把握できないというお答えでした。一番有

効なんですよね、議会だよりは、各戸に配布されるか

ら、みんながゆっくり見ることができる。それが12ペー

ジに、半分になってきました。是非早く元に戻るよう

に期待しております。

次（６）の近隣の類似自治体及びその人口と比べて

私たちの議員報酬はどうでしょうか。議員の皆さんが

サボっているとは私自身含めて言いませんが、さらに

その自覚とその責任を高めるためにも引き上げていた

だくべきじゃないかと考えて申し上げております。類

似のところと比べて低い状況となっていますというお

答えです。まずこれについて伺います――伺うという

よりも、毎年町村議会議長会が発行する公式資料で皆

さんご覧になっていると思いますけれども、私がそれ

を見たところでは一番低いと思っているんですが、ど

うでしょうか。

○議長 玉城 勇君 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議員おっ

しゃるとおり、昨年の令和３年７月１日現在の町村議

会実態調査、そちらのほうを確認したところ人口２万

人以上の町村、類似団体、北谷町、読谷村、西原町、

八重瀬町、南風原町、５町村ありますが、その中では

一番低い額となっております。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 今後特別職報酬等審議会に諮る

など、改定に向けて検討してまいりますというお答え

でした。この審議会というのはどういうものでしょう

か。

○議長 玉城 勇君 総務課長。

○総務課長 仲村兼一君 お答えいたします。議員報

酬、町三役の給料等、そういった給料に関する額を、

条例を議会のほうに提出する場合には、特別職報酬等

の審議会に意見を聞くとなっております。そういった

ところで議員等の報酬等の額を審議するための審議会

となっております。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 時間の都合でこれ以上深くは伺

いませんが、新年度からは改善されるように期待して

おります。

（７）の土地利用について、マスタープランの土地

利用の基本方針では農用地区域も今後維持保全に努め

ると、これは前回も私――前回じゃない。その前にも

同じお答えをいただいております。私自身が農家の生

まれなので、畑について特に気になるのでこういう伺

い方をしていますが、この質問の裏には、その奥には

町長がおっしゃる土地利用をさらにしっかり進めてい

くに当たって、例えばこれまで高層の建物が建てられ

ないところに高層マンションがどんどん建てられるよ

うになっていきはしないか。地権者に当然開発の権利

があります。それをむやみに押さえるという意味では

ありませんが、高層のマンションが町内にどんどんで

きて、前にも増えた景観条例に照らしてどうなんだろ

うと。昨日もありました田園都市として南風原町はど

うなんだろうかとか。将来、市への移行ということも

ありますが、町長のおっしゃっている土地利用をさら

に進めるという意味がこの中だけではしっかり受け止

められないんですけれども、私が危惧する土地利用見

直しによって至るところに高層マンションができてい

くということは今後あり得るのでしょうか。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 それではお答え

します。今議員がおっしゃることについては、高層マ

ンションが乱立するんじゃないかという懸念も含めて

だと思っておりますけれども、町の土地利用について

は、市街化区域とかあとは市街化調整区域というふう

な用途をちゃんと定めて適正に配置を誘導していくと

いうふうな規制をしております。なので今議員がおっ



しゃるような高層マンションが建ち並ぶというふうな

状況ではなくて、確実に増えている要素はあるとは思

いますけれども、それに応じた用途の中でそういった

建ち並びが将来的には進んでいくだろうなというふう

には推測はしております。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 土地利用見直しに際しても、是

非秩序あるまちづくりに心がけて今後もいただきたい

と思います。

（８）の東新川の市街化区域への見直しとまちづく

りについての質問ですが、この見直しについては非常

に難しいということは地元の皆さんもよく理解してお

られるようです、かなり難しいところだと。しかし、

まちづくりについては南風原町もきっと協力、力を貸

していただけるものだと私は思っています。町長に伺

いたいんですが、周辺地区を含めて東新川にはこれま

でごみの最終処分場とかごみ焼却炉の建設とか、ある

いは今も続くごみ搬入などで大きな負担をかけてきた、

かけているという認識はおありでしょうか。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 ただいまのご質問にお答えいた

します。ごみ処理施設があるということで新川地区の

皆様に負担をかけているかというような、そういった

認識があるかという趣旨のご質問だと思いますけれど

も、やはりこれだけの都市施設でございますので、地

域の皆さん方に何の負担もかけていないというふうな

ことではないと思います。それなりに負担はかけてい

ると思いますけれども、町としてそういった都市施設

を受け入れるといいますか、整備をするというふうな

ことをそれなりの時間をかけて議論いたしまして、い

ろいろと意見、議論百出でございましたけれども、新

川地区のほうに整備できたというようなことでござい

まして、それが今の状況だというふうに認識をいたし

ております。その都市施設をつくったために、新川の

ほうが全然発展しないんですよというふうな意識では

なくてですね、ご負担をかけるというのは分かってい

たんですけれども、町民の皆さん方全員で議論をして、

議会でも議論をしまして施設を整備したということで

ございますので、そのようにご理解をお願いしたいと

思います。以上です。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 その経緯は私も否定しません。

ただこれまでに、特に東新川の皆さんに大きな負担を

かけてきた、そして今も負担をかけているという認識

はお持ちでしょうかというふうに伺っております。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 ただいまのご質問によりますと、

白か黒かという結論を求めているようでございますけ

れども、私はこの件に関しましては、この施設が整備

される時点までにいろいろと町としても、あるいはま

た地域としましても議論をしてきたというふうに認識

をいたしております。そのために還元施設なり、ある

いはまた迷惑料とか、そういったふうなものも過去に

は話があります、過去にはそういったこともありまし

たけれども、これを皆で乗り越えてその都市施設を整

備したというふうなことで、その後また新たに地域の

皆様方に負担をかけているかというようなことになり

ますと、これはもう見解の相違かもしれませんけれど

も、私は議員がおっしゃるような、目に見えた負担を

かけているというふうなことはないというふうな私の

認識でございます。以上です。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 白か黒かというふうに私は求め

ているわけではなくて、認識が違う、多分お答えしに

くいところだと思うんですけれども、東新川のまちづ

くりに南風原町は今後も力を注いでいただきたい。後

回しにしないでいただきたいという思いでこの件を取

り上げております。また別の機会でよろしくお願いし

ます。１番目の質問を終わります。

２番目の新教育長に問う。休憩をお願いします、議

長。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午後０時02分）

再開（午後１時09分）

○議長 玉城 勇君 再開します。

午前に引き続き、一般質問を続けてまいりたいと思

います。３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 議長、休憩をお願いします。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午後１時09分）

再開（午後１時11分）

○議長 玉城 勇君 再開します。３番 岡崎 晋議

員。

○３番 岡崎 晋君 大きな２番の質問で、金城新教

育長に問います。（１）教職員の労働環境改善にどう取

り組んでいきますか。まず伺います。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午後１時11分）

再開（午後１時11分）

○議長 玉城 勇君 再開します。３番 岡崎 晋議

員。

○３番 岡崎 晋君 （２）去る５月に「復帰50周年



わたしたちが「日本」に帰ったとき」が南風原文化セ

ンターで開催されたいきさつとその評価を伺います。

（３）幼稚園を含む小中学校における平和教育に向け

ての抱負を伺います。まず（１）についてお答えくだ

さい、お願いします。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午後１時12分）

再開（午後１時12分）

○議長 玉城 勇君 再開します。教育長。

○教育長 金城郡浩君 それでは質問事項２のほうの

（１）にお答えいたします。教職員の労働環境の改善

に向けては、校務の電子システム化や人的サポート、

産業医による専門的な助言など、学校長と共に継続し

て取り組んでまいります。

（２）についてです。南風原文化センターの基本理

念の中に、「戦後、焦土と化した南風原の復興はゼロか

らのスタートでもあった。それは文化の復興であった。

そして今日、平和で住みよい文化田園都市づくりをめ

ざしている。」とあり、開館当初から沖縄戦後史企画展

を開催しております。今回も含めて参観された多くの

方々から評価を得ているものだと考えております。

（３）です。町立小中学校では平和教育を年間指導

計画に位置づけ取り組んでおります。特に６月は、各

学校とも平和月間として、発達段階に合わせて絵本の

読み聞かせや戦争体験者による講話、平和集会等を実

施しているところです。今後も町内にある施設や地域

人材等を活用し、多くの立場、他人の立場を理解し思

いやりの心、寛大な心を持つなど子どもたちの育成の

ために、学校長と共に平和教育に取り組んでまいりま

す。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 どうもありがとうございました。

教職員の労働環境改善に向けては電子化システムとか

人的サポート、産業医による専門的な助言などを学校

長と共に継続していくというお答えでした。ありがと

うございます。子どもたちは元気な先生に教わりたい。

担任になっていただきたい。元気でない先生に教わる

子どもたちは非常に残念ですよね。元気な先生でいて

いただきたい。その元気な先生方の環境をどのように

整えていくかという質問なんですけれども、現在、教

職員の定員状況はどうでしょうか。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

各学校の教職員定員につきましては、沖縄県のほうで

示している定員について今配置がございます。以上で

す。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午後１時16分）

再開（午後１時16分）

○議長 玉城 勇君 再開します。学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

現在の学校では、まず小中学校６校全体において、初

任者が研修に行くための初任者の非常勤講師ですね、

初任者が研修に行っている間に授業に入る非常勤講師

が３名不足してございます。それ以外に児童生徒加配

ということで、加配等の教職員が２名不足している状

況でございます。それに加えて６月に入りまして、病

休職の先生が１人出ましたので、そちらの補充を今沖

縄県のほうにこちらから申請しておりまして、そちら

の補充の配置待ちをしている状況でございます。以上

となります。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。先生方

の不足が大きく報じられたのは、まだつい最近のこと

です。我が南風原町においても今お答えいただいたよ

うに定員が十分に満たされていない。それに加えて特

別支援員なども恒常的に採用してもなかなか集まらな

いということも続いていると思います。そのような学

校現場で、これまで負担が大きかった学校のＰＣＲ検

査、学校現場に非常に大きな負担になっていると聞き

ましたが、それはＰＣＲ検査は今後どのようになって、

今までどうであったか、そして今後どのようになって

いくんでしょうか。

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

以前の学校ＰＣＲに関しましては、例えばクラスから

１人陽性の子が出たとします。その子を中心にクラス

単位、グループ単位で学校ＰＣＲというものを実施し

まして、学校のほうでＰＣＲ検査用のキット、容器を

配付して、それを回収して委託事業者に持たせるとい

うような作業が発生しておりました。先週末に県のほ

うから通知が来まして、正式には今週届いております

が、今後この小中学校における学校ＰＣＲにつきまし

ては、学校で今までＰＣＲの容器等を回収していたも

のをせず、沖縄県の接触者ＰＣＲ検査センターのほう

に直接保護者の方が連絡して行っていただいて、そち

らで検査をしてくださいというような形で変更点の通

知がございました。以上でございます。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。つい昨

日の午後のテレビのニュースでそのことを知りました。

保護者の方々の負担がどれだけ増えていくのかは気に



なりますが、学校現場の容器の配付、回収、ラベル貼

りとかそういうのが大変だったと聞いておりました。

是非、今いらっしゃる主事お２人も含め、皆様頑張っ

ていただいて、労働環境の改善にこれからも努めてく

ださい。お願いします。

それから（２）の質問で、文化センターでのイベン

トは展示期間、開催期間が延長されたんですが、どう

して延長されたんですか。いつからいつまでで、どれ

だけ延長されましたか。

○議長 玉城 勇君 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 わたしたちが「日

本」に帰ったときの企画展でございますが、４月23日

から当初は５月17日までの予定が、５月29日までの12

日間延長してございます。延長した理由につきまして

は、参観した方々から非常に好評をいただいていると

いうこところの声を聞いての延長でございます。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。壁いっ

ぱいの手作りの資料、年表などを作られて大変な作業

だったと思います。これまでの教育長や教育部長のご

指導のたまものだったんじゃないかと思いますが、５

月15日に開催された子どもたちのワークショップは、

どのようないきさつであのワークショップが開かれた

んですか。

○議長 玉城 勇君 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 今回の企画展につ

いて説明を行っていました、３月に開催されました南

風原文化センター企画運営委員会において、委員の中

から子どもたちも関わらせる内容もあったほうがよい

のではないかという意見もございまして、その意見も

取り入れまして、子どもたちのワークショップを開催

したという経緯がございます。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 私もその５月15日のワーク

ショップを外から見学させていただいて、とてもすば

らしいものだと思いました。保護者の皆さんもグルー

プディスカッションのサポートの中に入られて、先生

方、そして企画員の皆さん、センターの皆さん、みん

なサポートして子どもたちに戦争だけじゃなくて、復

帰について語らせて、それを発表させたということは

非常にすばらしかったと思います。本当によかったと

思います。この評価についてというよりも、このこと

を取り上げた報道はどういうものだったかご存知です

か。その後。

○議長 玉城 勇君 生涯学習文化課長。

○生涯学習文化課長 野原 学君 お答えいたします。

報道については県内２紙の新聞掲載のほか、県内のテ

レビ放送局が報道をいたしております。その中で報じ

られているものについては、児童の意見として、安心

して夢や生活を実現できる、十分な資源があり、次世

代につながれるようにしないといけないなどの意見が

あったという報道がございました。以上です。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 あのディスカッションの模様は、

私は見逃しましたが、当日の夜にもＮＨＫの全国放送

で紹介された。その後、また「あさイチ」でも報道さ

れているのを私は見ました。大きな波紋を呼んだと思っ

ています。皆様本当にご苦労様だったと思います。あ

りがとうございます。教科書検定が進んできて、道徳

教科書のパン屋さんとかケーキ屋さんを和菓子屋さん

に書き換えさせるとか、検定書き換えに応じない出版

会社が倒産に追い込まれるとか、そういうふうにして

我々が知らないうちにじわりじわり歴史教科書、道徳

の本が書き換えられてきています。多くの国民が、知

らない国民も多いと思います。真っさらな子どもたち

はそれをまともに学びますよね。それが安倍前総理が

おっしゃる思い通りの大人に育っていく、そのような

現実を拝見して今の質問を伺っています。是非文化セ

ンターや生涯学習などについてはですね、今後も、も

ちろん学校現場においてもそうですけれども、平和に

ついての子どもたちへの学習をしっかりと学びを続け

させていっていただきたいと思います。

最後に（３）の教育長の抱負を伺いますが、私たち

がこの質問書を出した翌日に教育長の所信表明がござ

いました。私はあの所信表明を伺って胸が熱くなりま

した。本当は今日の答弁でもあの所信表明をもっと盛

りだくさんに盛り込んでいただきたかったんですけれ

ども、先ほど申し上げたように新しい体制で是非南風

原町の学校現場だけじゃなくて、社会教育も含め、平

和な町を維持していただきたいと思いますが、もう一

度、教育長のお言葉をいただきたいと思います。お願

いします。

○議長 玉城 勇君 教育長。

○教育長 金城郡浩君 ありがとうございます。力一

杯、できる限り頑張ってまいりたいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。是非よ

ろしくお願いします。以上です。

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。休憩します。

休憩（午後１時27分）

再開（午後１時29分）



○議長 玉城 勇君 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。７番 大城 勝

議員。

〔大城 勝議員 登壇〕

○７番 大城 勝君 声がこもるかもしれませんけれ

ども、はっきりお話ししますのでよくお聞きください。

７番議員大城 勝です。32回目の一般質問に立たせて

もらいます。８か年ですから、１年４回で四八、三十

二で32回に間違いないですね。じゃあ、これから大き

な質問２つ申し上げます。

問い１、コロナ禍での健康管理、（１）特定健診結果

から平成30年度とコロナ禍の令和２年度、３年度を比

較すると、どのような所見が見られるか。

問い２、照屋橋について。（１）５月31日午後、沖縄

南部一帯に大雨警報が発令され、照屋橋下では、その

排水能力を超えた河川水があふれ出し、一時路上や隣

家の庭に河川水があふれ出るという河川洪水が起きた。

その件についてどう捉えているかを問う。（２）新橋の

工法、予算規模、それに工期を問う。（３）工法に河川

洪水の起こらない方式を取り入れ、一日も早い照屋橋

の対策を望むがいかがか。以上を質問いたします。よ

ろしくお願いします。

○議長 玉城 勇君 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１点目の（１）につ

いてお答えいたします。平成30年度と令和２年度、３

年度を比較すると、内臓肥満に関する検査項目等で有

所見率が高くなっております。

質問事項２の（１）についてでございます。記録的

な短時間降雨によりあふれ出たというふうに考えてお

ります。

（２）についてです。工法は、さや管工法、予算額

は約2,100万円、工期は令和３年11月25日着工で、令和

４年５月26日検査完了となっております。

（３）についてです。早めに対策の検討を行ってま

いります。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 答弁ありがとうございました。

特定健診結果から平成30年度とコロナ禍の令和２年度、

３年度を比較するとどのような所見が見られるかと質

問しました。特定健診結果を平成30年度と令和２年度

を比較すると有所見率、所見があったという意味の率

ですけれども、それが高くなっているとの、去年の９

月議会でしたか、私への一般質問の答弁がありました。

つまりコロナ禍の前後で特定健診結果に違いがあると

した去年の状況から１年近く経過しましたが、その後

の新たな状況にどのような所見が見られるかです。新

型コロナウイルス感染拡大により、まだまだ自粛生活

が続いていることから、身体機能の低下が特定健診の

結果に反映するであろうことは容易に考えられます。

コロナ禍においては国民全体が今までとは違った生活

形態を強いられています。そのような生活を送る中で、

生活習慣病と言われる高血圧症や脂質異常症、高尿酸

血症、それに糖尿病や腎臓病など、持病のある方はど

のような変化が起きているか。今回の私の質問の意図

は、長引くコロナ禍の中で町民の身体的面から特別健

診の項目を使って病気の形を洗い出し、どのように保

健行政に結びつけられるかです。ところで私の質問は、

特定健診結果から平成30年度とコロナ禍の令和２年度

の一昨年と去年、令和３年度と比較するとどのような

所見が見られるかでした。答弁の内容は、平成30年度

と令和２年度、３年度を比較すると、内臓肥満に関す

る検査項目などで有所見率が高くなっておりますとい

う答弁でした。そこで再質問です。内臓肥満に関する

検査項目とはどういう項目を指すのか教えてください。

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 大城 勝議員のご質

問にお答えします。今回、内臓肥満に関する検査項目

としまして、ＢＭＩ、腹囲、中性脂肪等々がございま

す。以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 ちょっと聞きそびれましたけれ

ども、ＢＭ……。

○議長 玉城 勇君 休憩します。

休憩（午後１時36分）

再開（午後１時36分）

○議長 玉城 勇君 再開します。７番 大城 勝議

員。

○７番 大城 勝君 答弁ありがとうございました。

幾つかの、３つぐらい、体重とか腹囲とかそういった

ところにまたがっているということですよね。さて、

私は今まで保健行政分野に特に関心を示してまいりま

した。検査と笑いで南風原町を住みよいまちにしたい

という思いを、議員活動の根底に置いて頑張ってきた

つもりです。執行部におかれましては、今後とも町民

の健康、保健の在り方に工夫を凝らした行政運営を推

し進めていただきたいと思います。ここで一言いただ

きたい。

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。

○国保年金課長 髙良星一郎君 お答えします。勝議

員がおっしゃるように、私たちもこれからも、また今



までと同様に日々研鑽を積んで、新しい知見等を取り

入れて町民の健康づくりに邁進していきたいと考えて

おります。以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 町長いかがですか。今の、同じ

質問ですけれども。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 大城 勝議員のご質問にお答え

いたします。やはり議員ご指摘のとおり、我々は健康

が第一でございますので、いろんな保健事業を通しま

して、町民の皆さんの健康の維持増進に努めてまいり

たいと思っております。そして町民の皆さんが健康で、

明るく、毎日を楽しく過ごせるようなまちづくりと言

いますか、それを目指して頑張ってまいりたいと思い

ます。ありがとうございます。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 どうもありがとうございました。

これで問い１に関しては終わります。

次、問い２、照屋橋について。答弁ありがとうござ

いました。再質問をいたします。（１）５月31日午後、

沖縄南部一帯に大雨警報が発令され、照屋橋下では、

その排水能力を超えた河川水があふれ出し、一時路上

や隣家の庭に河川水があふれ出るという河川洪水が起

きた。その件についてどう捉えているかを問いました。

照屋橋が新橋になる前の大雨のときでさえ、路地のブ

ロック塀１段の高さまで浸水することはなかったと聞

きます。今回の新橋に阻まれあふれ出た河川水が大量

で橋の上の道路面を流れ去るのを目の当たりにした多

くの住民は驚きと不安の声でいっぱいです。安心で安

全な橋ができたと喜んだのもつかの間、記録的な大雨

であったとはいえ大洪水になったのです。河川の近隣

の住民のみならず、照屋区民は町の河川行政に疑問を

呈せずにはいられません。河川からあふれ出た水は道

路面を流れ、排水路へと続き低地帯にある家屋が床上

浸水をしています。ここで再質問ですが、そのことを

確認していますか。どのように対応したかを教えてく

ださい。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 お答えいたします。当

日、職員が現場で確認をしております。対応につきま

しては、床上浸水した方へ総務課と調整を行い、避難

所の案内をいたしました。また夕方に再度訪問した際

には電気の復旧を確認しております。以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 それなりの対応はされたという

ことで理解していいわけですね。そのときの降雨量と

言えば、隣の南城市で１時間110ミリという驚異的な雨

量です。南風原地域はどうであったかということです

が、その辺をどのように理解していますか。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 質問にお答えいたしま

す。気象庁のデータによりますと、１時間当たり99.5

ミリの雨が降ったこととなっております。以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 南城市が110ミリで、南風原町

は99.5ミリというところの、これも驚異的な数字だと

見ていいと思いますけれども、短時間に驚異的な降り

方はそう頻繁にはないかもしれません。でも現実に起

こっています。それに合わせた対策は必要だと思いま

す。次、（２）に行きます。

（２）新橋の工法、予算規模、工期を問う。質問し

ました。工法の中に答弁でさや管工法とあるんですが、

何ですかそれは。ちょっと教えてください。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 お答えいたします。さ

や管工法とは、既存の構造物を利用して管を設置する

工法となっております。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 これは照屋橋に関しては特殊な

やり方だったんでしょうか。普通やられているやり方

ですか。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 特殊というものでもあ

りません。さや管工法という工法自体もいろいろのっ

ていますので、ということです。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 それでは照屋新橋の排水能力を

問いますので教えてください。橋の単位面積当たりの

河川水の排水量に比べて、新橋の排水量はどうだった

か、その辺を教えてください。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 流域計算上の排水量を

確保するようにしております。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 この照屋橋の位置する場所とい

うのは、南風原町の本部区から照屋区へ直線的に進入

する河川構造になっているんですね。ですから周辺が

一旦雨になれば照屋橋に集中する格好なんです。さき

の工法でさや管工法が適当だったのかどうか私には

ちょっと分かりませんけれども、それを適当とみなし

たところに難しさがあったのかなという疑問が湧きま

す。照屋橋の工法や工事経過を見ると、予算額という



のは2,100万円でしたね。そういった予算額ありきで事

が進められ、河川の安全面はないがしろにされたので

はないかと疑いたくもなります。その辺はいかがです

か。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 まず最初に、この工法、

いろいろ工法を検討しましてそれでこの金額というの

が決まりますので、この工法をするためにこの予算と

いう考え方ではありません。以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 照屋新橋の排水能力を超えた河

川水量が河川の氾濫を起こしたのは、僕は間違いない

と思うんですよ。それについてどう思いますか。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 議員のおっしゃったと

おり、記録的な短時間降雨によってあふれ出たと思っ

ております。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 （３）工法に河川洪水の起こら

ない方式を取り入れ、一日も早い照屋橋の対策を望む

がいかがかと質問しました。答弁は、早めに対策の検

討を行っていくということでしたけれども、そこはど

んな対策が打たれるのか。多分また検討中だというこ

とでお答えできませんでしょうけれども、大体の流れ

というのは分かるんですか。どういった方法でやれば、

どう行くんだということで、分かる範囲でいいですの

でお答えください。

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。

○都市整備課長 桃原 健君 お答えいたします。現

在、すぐできる方法として下流側というんですか、200

号線の下流のほうの側溝蓋をグレーチング等に変えて、

まずそれを水がたまらないようにやっております。あ

とこの橋の工法の排水については、まだ検討中ですの

で、まだどういう方向で進むかまだ決まっておりませ

ん。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 沖縄地方の梅雨はいつ明けるか

分からない、いつ雨が降るかも分からない。そういっ

たもので、その検討をなるべく短めに検討してくださ

いね。早く手を打つようなやり方でよろしくお願いし

ます。今回の照屋橋の氾濫については、その河口の沿

線地域だけではなく、照屋区全体が大きな不安を感じ

ています。安心安全な新橋の誕生を望みながら、つい

数日前、５月27日が引き渡しですので、事が起こった

のは５月31日、４日後ですね。つい数日前に工事を終

え立派な橋ができたと喜んだのもつかの間の出来事で

す。これでは照屋区民の照屋橋に対する心情を思うと

き、そこにいかに驚異的な気象現象が生じたとはいえ、

本町の河川に対する行政の在り方に疑問を抱きます。

今回は13名の一般質問で５人の議員が大雨災害に触れ

ています。初日は浦崎議員が触れました。あと明日も

触れる方もいますかね。これは13名の中で５名という

ことは、町に河川行政に本腰を入れ対応してくれとの

表れだと私は思いますが、町執行部のお考えを伺いた

い。

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。

○経済建設部長 金城克彦君 議員おっしゃるとおり、

雨で水があふれて、個人の財産を脅かすようなことが

ないように、今は宮平川とか浚渫工事、そして宮平川

の浸水対策のシミュレーション解析とか、照屋橋もあ

りましたけれども、担当課のほうとしてはまた応急的

にどのような形で対応できるか検討していますので、

議員おっしゃるように早め早めの対策を取るように予

算もつけていただいていますので、そのように早めに

できるように取り組めるような形でやっていきます。

以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 部長どうもありがとうございま

した。最後に町政を預かる町長のほうに、今の河川行

政に関して、一言お答えください。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 それではただいまの大城勝議員

のご質問にお答えいたします。まず、このたび５月31

日の大雨によりまして、被害を受けられた町民の皆さ

んに心からお見舞いを申し上げたいと思います。ただ

いまこの浸水対策に関しましては、基本的には担当部

長からありましたとおりでございますけれども、町と

いたしましても一遍に河川の整備、あるいは排水溝の

整備とかというのはなかなか難しい状況でございまし

て、町といたしましては、計画的に下水道処理あるい

はまた排水溝の整備等々をやっているわけでございま

すけれども、ご承知のように照屋地区におきましても

雨水幹線を手がけてもう３年ないし４年ぐらいかけて

照屋地区の雨水幹線の整備をやっているところでござ

いまして、計画的に整備をしていくということをご理

解いただきたいと思います。前回の５月31日に関しま

しては、議員ご指摘のとおり記録的な大雨といいます

か、99.5ミリの１時間雨量があったというようなこと

でございまして、設計のほうも確認いたしましたけれ

ども、もともとの排水量は処理できる形で設計はした

というふうに担当のものから報告を受けております。

しかし、いかんせん99.5ミリというような瞬間的な大



雨でございましたので、能力が、キャパが足りなかっ

たというようなことかなと思っております。そういう

ことで実際、現実に冠水が起こっているわけですから、

議員ご指摘のとおり、その件に関しましては早いスピー

ド感を持って対応策といいますか、それを導き出し検

討して方法を考え出してくれというようなことで、翌

日31日、先週ですか、担当の者に指示をしたところで

ございます。そういうことで今日、明日というわけに

はいきませんけれども、スピード感を持って対策を立

てていきますので、是非ご理解をお願いしたいと思っ

ております。以上です。

○議長 玉城 勇君 ７番 大城 勝議員。

○７番 大城 勝君 どうもありがとうございました。

河川行政というのは非常に大事な、南風原町は海がな

いんだけれども、川はあるという。川が怒ってしまっ

たら、この前のような洪水が起こってしまうんだとい

うことを肝に銘じて、執行部の方たちもその辺をよく

考えられて、町行政を頑張ってください。これで私の

一般質問を終わります。

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。休憩します。

休憩（午後１時54分）

再開（午後２時05分）

○議長 玉城 勇君 再開します。

通告書のとおり順次発言を許します。11番 宮城清

政議員。

〔宮城清政議員 登壇〕

○11番 宮城清政君 それでは一般質問を行います。

今回は１点だけ行いたいと思います。土地利用につい

てでございます。まず、（１）照屋地区区画整理事業の

進捗状況を伺います。（２）南風原町都市計画マスター

プランの中で、本部後原・奥俣原地区は複合機能集積

エリアと位置づけ、工業系の土地利用を想定して住宅

地と調和した市街地環境の形成を図るとなっておりま

す。ただこの地区は、大部分が農振農用地となってお

ります。今後どのように取り組まれるか。お伺いしま

す。（３）、さっきの本部後原地区の一部は農用地を除

外されております。そこで物流総合効率化法を用いて

企業誘致ができないかどうかお伺いします。よろしく

お願いします。

○議長 玉城 勇君 副町長。

○副町長 新垣吉紀君 質問事項１点目の（１）につ

いてお答えいたします。照屋地区につきましては、令

和４年３月10日に準備組合が設立されました。現在、

準備組合と業務代行予定者で協議を進めており、協定

書締結後、具体的に測量、設計、事業計画の作成に向

けて取り組むと伺っております。

（２）についてです。本部後原・奥又原地区につい

ては、大部分が農用地区域となっております。市街地

環境の整備を図る一般的な手法としては、土地区画整

理事業等により、事業化が確実な区域として市街化区

域編入が想定されますが、その実現に向けては地域、

関係地権者の意見や機運の高まりが必要であると考え

ています。

（３）についてであります。企業誘致の可能性につ

いては、物流総合効率化法、また関係法令である都市

計画法及び農地法等の確認を含め、今後、関係機関と

協議が必要だと考えております。以上です。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 ありがとうございました。まず

順を追って再質問を行います。（１）、やっとと言いま

すか、３月10日に準備組合が設立されたということで

ございます。ちょっとお伺いしたいのは、これまで準

備組合までたどりついたんですけれども、その間、一

番最初から役場としての関わりといいますか、役割、

どのようにして組合方式の区画整理をしようとか、こ

れに決めた経緯と言うんですか、地権者から言われて

そういう取組になったのか。役場から指導というか、

そういう方向に持っていき方でやってきたのか、今日

までというか、設立までの経緯を分かりやすく説明し

てもらいたいです。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。私も発足当時というか、組合を設立するまでの過

程の中で、当初の段階については携わっていることで

はございませんけれども、手法については、まず地権

者からまちづくりについての相談をある程度受けた段

階で、町としてはその辺の区画整理事業の仕組みとか

そういったものを支援をしながら、これまで来た経緯

がございます。まず地権者の機運の高まりというんで

しょうか、そういった協力体制の中でどの手法で行き

ますかということもご相談を受けながら、町としては

どんなサポートができるかどうか、まずは土地区画整

理事業についての説明とかその他の民間の開発とか、

いろんな勉強会を開催した経緯がございます。そういっ

た中で、今現在、そういった区画整理事業に向けて進

みつつあるというような状況でございます。簡単では

ありますけれども、そのような状況でございます。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 これはやはりどのような形で最

初お話が持ち上がったのかということは、なかなかす



ぐは応答できないと思うんですが、総合計画の中で地

区計画がありましたので、その辺もこれは自動車道の

南地区ということで、その辺の土地利用の中での話に

なったのかなということは感じますけれども、すみま

せん、ちょっと勉強不足で、準備組合と協定書の締結

が次にあると、それからスタートするというイメージ

で受け取ったんですけれども、この準備組合、本当に

素人考えで、組合ではなくて最初は準備組合、次の段

階がまたあるのかなと思うんですが、その辺どうです

か。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 現在、照屋地区

については、当初は発起人会からスタートしておりま

す。あとは土地区画整理法の中での準備組合設立をし

ているという状況で、今後についてはさらにステップ

アップというんでしょうか、組合の設立を目指して取

り組んでいると。それが令和６年発足に向けて取り組

んでいる状況でございます。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 やはり次は組合を設立して、今、

業務代行予定者と協議を進めているということですの

で、この協定書の締結というのは、この代行者という

のは事前の説明を受けたときは、３者いたと思います

が、これは、この協定書は各社とやるのか、ＪＶみた

いな一つとやって、これはおのおの専門分野があるみ

たいですので、業者のあれを見たら。その辺はどのよ

うにして。組合を設立して進むのかなというイメージ

なんですが、この協定書は準備組合と協定書の締結と

いうのはやるんですか。いろいろありましたけれども。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 先ほど３者とい

うことですけれども、３者ＪＶとの契約になるかなと

思っております。それで今は準備組合としての、もち

ろん組合側と業務代行者の中で締結をしていくものだ

と思っていまして、組合設立についても、その組合設

立の段階で、また新たな締結をしていくというふうな

状況になるというふうに聞いております。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 分かりました。一応、組合と協

定書の締結はＪＶとの締結になるということで、その

後いろんな測量設計、いろいろなものが始まってくる、

事業計画として、最初の計画からして、具体的には、

その３者というのが全国でも専門的な業者みたいです

ので、その心配はないと思うんですけれども、進むと

いうことで理解しました。

ところで、地権者は予算関係には負担ありますか。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。区画整理事業に向けて今取り組んでいる状況です

ので、その事業費については、その事業費を生み出す

ために、地権者の負担というよりも、これからまた換

地計画、土地の面積とかそういったものをパートナー

のほうで算定というか、こういったものを換地計画を

立てていきますので、その段階で事業費が出てくると

いうふうに理解していまして、その保留地で事業費に

充てるような状況ですので、個人からの負担はないと

いうふうに今理解しております。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 これは組合とＪＶとの契約が済

んで、あとはＪＶの３者で進めていくということであ

ります。大体の期間とかそういうのを聞かれています

か。どれぐらいで終わるかというのが分かったらお願

いします。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。現段階は、多少はこの辺の時期については前後す

るかもしれませんけれども、６年に組合設立をして、

それから６、７、８、３年ぐらいで施工を完了して、

残りの１年については換地処分等の事務手続があると

思いますので、９年をめどに事業完了を予定している

というふうに聞いております。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 これからいうと、非常に区画整

理としては早い進み具合だなというふうに感じており

ます。これは順調だなという印象を受けました。

それでは（２）のほうに行きます。この本部の後原・

奥俣原地区については大部分が農用地で、先ほど照屋

地区でいろいろ聞いたのは、自分の頭では本部地区も

そういうあれができるのかなというイメージがあった

ものですから、それでいろいろこれまでの、どういう

具合で組合方式まで持っていったのかというのを知り

たくてこの質問をしております。答弁でも関係地権者

の意向、機運の高まりが必要ということであります。

土地区画整理事業をやるには確かにそうだと思います

が、今すぐはできないかもしれないんですけれども、

津嘉山北地区があり、また自動車道の南地区、北地区、

いろいろ計画も今からやらないといけないと思います。

あと一つ聞きたいのは、今照屋地区の区画整理で町の

役割、関わり、今現在のどんな感じ。例えば職員は１

人これのためにいるのか。そうじゃなくて向こうに全

部任せて、会議等で情報を得て進むのか、その辺はど

うですか。



○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。町の関わりということについては、３月に準備組

合のほうから支援の要請を受けておりますので、以前

から支援は、発起人会のときから支援をしてございま

すけれども、事業が完了するまで支援を続けるという

ふうな方針でございます。内容についても、今どうし

てもやっぱり組合側としては技術的なサポートがない

と進まないという状況もありますので、町としてはそ

ういったパートナーさんからのいろんな提案事項につ

いては、町がその辺のチェックとか内容を精査しなが

ら、３者連携を取りながら今進めている状況でござい

ます。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 すみません、また最初の質問の

ほうになっているような感じになっていますけれども。

町の役割としては、やはりパートナーとの間に入って

技術的な面、組合ではみんな素人がやりますので、そ

ういった面で中に入って支援をしていくという形です

よね。この答弁の中で土地区画整理事業が区域として

編入が想定されますというふうに答弁されていますけ

れども、実際、後原地区、奥俣原と分断はされていま

すけれども、両方あります。実際に可能性としてはど

うですか、区画整理として。

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。

○まちづくり振興課長 仲里 明君 現段階では住民

の意向とかそういった状況がまだ分かりかねるところ

がございますので、その辺の住民の協力とか、どんな

町にしていくんだろうとか、いろんな要望等を受けて、

それから議員ご承知のとおり北インターチェンジ周辺

のまちづくりもございますし、両インターチェンジ周

辺の取組状況も今進めている状況ですので、すぐでき

るかということではなくて、今、機運の高まりという

ふうな回答をしておりますけれども、住民合意の中で

どんなまちにしていくんだということで、協働のまち

づくりということを目指している最終合意でございま

すので、それに向かって、この機運の高まり等も含め

て、今後は事業化できるかどうかについてはお答えで

きるかなというふうには思っております。可能性につ

いてはあるのかなというふうには認識しております。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 まず、答弁にもありますように、

この地権者の意向が大事かなというふうに思います。

この後原の場所においては、以前にも私道があって、

行き止まりがあって、そこを町道にしたいという。こ

れは地権者からそういう話があって、役場から来ても

らっていろいろ説明をした経緯もあります、この場所、

後原の一部なんですけれども、そういう経緯もありま

すので、そろそろ地権者も高齢化して、なかなか農業

関係というのは厳しい状況になりますので、その辺は

まずどのように、地権者との、どうしていいか分から

ないんですけれども、行って話をするのか、集めて説

明をするのかとか、全体的な話ですね。前に集めたと

きは道路の話でしたので、できたらそれからやっても

らいたいなと、これは要望します。

次、（３）企業誘致の件なんですけれども、物流総合

効率化法、いわゆる物効法と言われている法律ですけ

れども、もちろん都計法、農地法があるので、それぞ

れのところとのいろんな協議も進めながら、これはやっ

ていかないといけないという意味だと受け取りました。

兼本ハイツ側、本部の公園から下りてきて、右に後原

に行って、印刷団地方面に行って兼本ハイツから下り

てくる道、この辺一帯、全部この辺は農用地から除外

されていますので、これでも結構面積がありますので、

そういう企業が興味を示すというか、実際示している

業者もあって、その辺をどうにか誘致して開発できた

らなと。要はさっきの区画整理を入れるのか、それと

もこうやって開発を進めていって、県の農用地除外を

広げていくのか、どっちかだと思っているんですよね。

そういう観点で一部この地域が、例えば物流の拠点地

域とか、そういうふうに業者が考えているのであれば、

それができれば検討しても少し考え方も変わってくる

のかなと。前からこの土地は、後原はやっているんだ

が、なぜ全然変わらないのと前に質問したときは、県

は一部外されているのに、全然開発が見られていない

よということを言われたと。１軒だけ今お家が建って

いますよね、後原地域にはたった１軒だけ。あれはずっ

と昔にあの辺は外されているんですよ、30年前なのか

40年前なのか。今の役場の職員では誰も分からなかっ

たです、いつこれを外したかというのは。細長く、山

手のほうで外れているんですね、町道側じゃなくて、

奥のほうで、そこに条件が合って、１軒だけお家があ

る。だから奥のほうに１軒だけ造られています。その

地域がちょうど外れたので、農用地から除外されたの

で、そこを中心に開発できたら県にも物を言える。頭

で質問をしていますけれども、この辺どうですか、企

業誘致の件で。

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。

○産業振興課長 松本仁志君 お答えいたします。今、

清政議員がご質問をされている場所ですね、まずはそ

うですね、こちらのほうでやりたいという業者さんの

話を伺った上で、また聞いた上でどういったことが可



能なのか。そういったものをまた県と可能性について

協議していく流れになると思います。以上です。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 分かりました。もちろんどのよ

うな感じでやるかとか、何を考えているかとか業者に

聞かないとできるできないは返事できないと思ってお

りますので、その辺はそういう企業があれば対応はで

きるということで今受け取りましたのでありがとうご

ざいました。そういった意味で町長、今町長に最後に

聞くのが慣例化になっていますので、今のやり取りで

土地利用、町長がいつもおっしゃっています土地利用

をいろいろ進めたいということは、それから考えると

本部の後原とか奥俣原はちょっと僕は異常だなと思っ

ております。津嘉山の区画整理がこっちまで来て、後

原、奥俣原まで来ているわけですね。ところがこっち

は農用地で、あの区画整理地域の中でアパートやらマ

ンションやらが建っていて、人間も増える、学校も増

やさないといけない。そういう状況が生まれてきます。

今でも少し、一番今困っているのは中学校なんです。

この間、校長先生ともいろいろ話をしたんだけれども、

これから増えていったらどんな対応をしたらいいかな

という話までしていましたので、その辺も含めながら、

北地区もあります、本部のこっちもあります、南地区

も、全体的に土地利用について町長の考えをお聞かせ

ください。

○議長 玉城 勇君 町長。

○町長 赤嶺正之君 宮城清政議員のご質問にお答え

をいたします。私の公約の、２期目の公約の一丁目一

番地が土地利用の見直しというふうなことでございま

して、まさに議員おっしゃるとおり、南風原町の土地

を以前から特に第一農薬の背後地をどうするかという

のは本当に課題でございまして、以前から考えている

といいますか、検討した案件でございまして、確かに

農振除外に関しましては一筆除外みたいな感じで、部

分的に１軒２軒やったと思うんですけれども、そういっ

たような方法ではなかなからちが明かなくてですね、

やはり個別法をクリアするためには面整備を何とかし

ないといけないということでございまして、この面整

備となりますと、一番思いつくのが土地区画整理事業

でございます。あとは地区計画による面整備、開発行

為による面整備ということがあるんですけれども、基

本的には土地区画整理事業がいいのかなというふうに

考えております。ただ、津嘉山北土地区画整理事業の

メリットといいますか、我々に与えたメリットは土地

区画整理事業をやるとこういったふうな利便性の高い

都市ができ上がりますよというのを目に見せてくれた

んですけれども、いかんせん時間がかかり過ぎている

ものですから、なかなか踏ん切れないと。そういうこ

とを考えますと、組合施工の土地区画整理事業という

のは非常に我々にとっては実行しやすいといいますか、

事業化しやすいんじゃないかなというふうに考えてい

るところです。先日、照屋仁士議員にもお答えしたん

ですけれども、やはり土地利用というのは、私は都市

的な土地利用、住環境の整備、それから教育、文化行

政の集約ですね、それから農用地、生産農地の確保等、

そういったふうなしっかりとすみ分けをすることによっ

て我々がイメージしている田園都市になるんじゃない

かなと思っておりますので、しっかりした土地利用を

すみ分けするということは、具体的にはいろんな手法

でもって土地利用を見直していくと。幹線道路沿い、

あるいはまた先ほど言いました、ラウンドワンの後ろ

側の背後地とか、その辺のもっと高度な土地利用がで

きないかどうかというのが出てくるわけでございまし

て、それを実際やっていきたいなと思っております。

行政といたしましては、やはり専門的な、例えば都市

計画、プランニングとか、あるいはまた測量、建築関

係は民間の力を借りながら。地権者と民間の間に行政

が入りまして、窓口となってしっかり技術的な支援を

していくと。そういったふうな方法が一番望ましいか

なというようなことで、実施やっているのが照屋地区

の事業でございますので、議員ご質問の本部地区もそ

ういったふうな状況で進めることができないかなと一

応考えているところです。ただ担当からございました

ように、いかんせん地権者の意向が一番大事だと僕は

思っていますので、基本的には発起人会か何かでもっ

て、我々のこの土地は、この場所はこれでいいのかと

いうようなことから始まってですね、それについて町

にいろいろ相談をしていただければ、我々もそういっ

たふうなことを考えている最中でございますので、一

緒になってやりましょうというような方法に行ってく

れればありがたいなと思っておりますので、議員ひと

つよろしくお願いいたします。以上です。

○議長 玉城 勇君 11番 宮城清政議員。

○11番 宮城清政君 町長ありがとうございます。町

長の考え方もほぼ聞いていて、ラウンドワンの後ろと

いうのが、まさに僕が今言っている後原というのはそ

こなんですね、農用地が外れたというのはそこ。そこ

でさっき言ったように企業を誘致して開発するのか、

それとも区画整理を入れるのか。町としてはこういう

二段構えでも対応できるというふうに受け取りました

ので、要は地権者の皆さん。地権者ですから、やはり

本部の地区の人たちが多い地域ですので、その辺はま



た自分も協力して、前に進めるような方向で頑張って

いきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしま

す。以上です。

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。

以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、

これで散会します。お疲れさまでした。

散会（午後２時36分）


